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姶良市農業委員会総会議事録（４月） 

 

１．開催日時 平成２９年４月２８日（金） 午後１時３０分～５時 

２．開催場所 蒲生総合支所 本館２階 大会議室  

 

農業委員  出席委員（１８人） 

 

 

欠席委員  ９番委員 

 

 

農地利用最適化推進委員  出席委員（１２人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

欠席委員 なし 

 

３．議事日程 

１．         議事録署名委員の指名 

２．         会議書記の指名 

３． 議案第  １ 号 農用地利用集積計画（貸借）の意見決定について 

４． 議案第  ２ 号 農地法第３条の規定による許可申請の処分決定について 

５， 議案第  ３ 号 農地転用事業計画変更申請について 

６． 議案第  ４ 号 農地法第４条の規定による許可申請の処分決定について 

７． 議案第  ５ 号 農地法第５条の規定による許可申請の処分決定について 

８． 議案第  ６ 号 農地の利用目的変更願について 

９． 議案第  ７ 号 非農地証明願について 

１番 

２番 

３番 

４番 

５番 

６番 

７番 

８番 

９番 

１０番 

松元 信道 

森  洋一 

岩元 律子 

野元 幸雄 

夏田  恒 

今西  馨 

本村 正一 

坂元 廣幸 

小長野  誠 

川島 兼次 

１１番

１２番

１３番

１４番

１５番

１６番

１７番

１８番

１９番

内村 洋昭 

西  泰行 

堂前 澄男 

今村 逸子 

内甑 達也 

松尾 博好 

瀬尾 幹男 

市薗 由美子 

米迫 愼二 

１番 

２番 

３番 

４番 

５番 

６番 

池端 隆志 

新屋敷 幸一 

中村 政芳 

柳迫 勝美 

犬童 博子 

宇都 和義 

７番

８番

９番

１０番

１１番

１２番

白尾 親昭 

牧野田 隆平 

大重 孝司 

上福元 克己 

松元 健一 

湯 博信 
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10． 議案第  ８ 号 農地あっせん申出（売渡・貸付 希望）について 

11． 議案第  ９ 号 農地中間管理事業にかかる農用地利用集積計画（貸借）の 

           意見決定について 

12．         農地あっせんの経過報告 

13.         農用地利用集積計画（貸借）の合意解約報告 

14.           その他 

 

 

 

４．農業委員会事務局職員 

  

  事務局長 

振興係長 

振興係主査 

農地係長 

農地係参事補 

農地係主任主査 

加治木農林水産係長 

姶良農林水産係長 
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事務局長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

姶良市農業委員会総会議事録（平成２９年４月） 

（大会議室に全員着席） 

 

姿勢を正してください。 

 

一同礼。 

 

〔１．総会の通告〕 

 

ただいまから、平成２９年度第１回姶良市農業委員会総会を開会いた

します。 

ただいまの出席農業委員は１９名中、１８名で、定足数に達しており

ますので、総会は成立しております。 

なお、本日は、９番委員から欠席届が出ております。 

さて、改正農業委員会法により、４月１日付けで農地利用最適化推進

委員を１２名の方に委嘱いたしました。 

 担い手への農地の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規

参入の促進など、農業委員会の必須業務となった農地等の利用の最適化

の推進活動を十分に機能させ、充実した活動にするために、推進委員の

皆様におかれましては、農業委員会を構成する一員として意見を述べて

いただきますよう、お願いいたします。 

  

会務報告 

 

それでは、会務報告について、事務局よりお願いします。 

 

資料により説明 

 

 議事録署名委員の指名 

 

議事日程に入ります。 

それでは、日程第１、議事録署名委員の指名について、姶良市農業委

員会会議規則第１７条第２項に規定する議事録署名委員ですが、議長か

ら指名させていただくことにご異議ありませんか。 

 

『異議なし』 

 

それでは、３番委員、４番委員にお願いいたします。 

 

会議書記の指名 

 

つぎに、日程第２、会議書記の指名について、本日の会議書記には、

事務局職員の○○係長と○○係長を指名いたします。 
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議 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

これからの議案の審議では、農業委員会法第３１条の規定の議事参与

の制限により、農業委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその

配偶者に関する事項については、その議事に参与することができないと

なっておりますので、該当する事案の委員は、審議開始から終了までの

間、退席をお願いします。 

 関係議案、終了後に入室・着席していただきます。 

 なお、この規定では、委員本人の方々の事案については、事務局で把

握できますが、それ以外の親族等については、把握ができませんので、

申し出ていただき退席等よろしくお願いいたします。 

 

議案第１号 

 

それでは、日程第３、議案第１号農用地利用集積計画の意見決定につ

いて議題に供します。 

事務局より議案の説明をお願いします。 

 

それでは、議案第１号農用地利用集積計画の意見決定についてご説明

申し上げます。こちらにつきましては、農業経営基盤強化促進法第１８

条の規定による農用地の利用権の設定です。農業委員会にて審査決定後、

市長がこれを公告することにより、利用権の効力が発生いたします。 

公告日は４月３０日、契約の始期は５月１日をそれぞれ予定いたして

おります。契約年数につきましては、１年間が３件、２年間が１０件、

３年間が３９件、４年間が１件、５年間が５７件、７年間が１件、１０

年間が１４件で、合計１２５件となっております。面積につきましては、

合計２２４，６６８㎡となっております。 

農用地利用集積計画の内容につきましては、総会資料の２ページから

２４ページまでございますので、ご確認頂きたいと思います。 

なお、総会資料の２４ページ１２６番が、１７番委員の関連する議案

となっております。こちらにつきましては、農業委員会等に関する法律

第３１条の規定、議事参与の制限に基づき、議案の採決に参加できませ

んので、よろしくお願いします。 

以上、第１号議案の説明を終わります。 

 

 それでは、１番から９３番までと、９５番から１２５番までについて

質疑に入ります。 

ただいまの事務局からの説明について、質疑のある方は挙手をお願い

します。 

 

[質問、意見なし]  

 

それではお諮りいたします。 

議案第１号農用地利用集積計画の意見決定についての１番から９３番
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委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

 

議長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

までと、９５番から１２５番までについて、原案のとおり決定すること

に賛成の方の挙手をお願いします。 

 

〔賛成多数〕 

 

賛成多数により、議案第１号農用地利用集積計画の意見決定について、

１番から９３番までと、９５番から１２５番までについては原案のとお

り決定いたしました。 

なお、議案第１号１２６番については、先ほど申し上げました議事参

与制限により、関係者がいらっしゃいますので、個別案件ごとに質疑し、

採決いたします。 

１２６番の関係者、１７番委員の退席をお願いします。 

 

（１７番委員退席） 

 

それでは、１２６番について質疑に入ります。 

何か、ご質問等ございませんか。 

 

〔質問、意見なし〕 

 

それでは、お諮りいたします。議案第１号１２６番について、原案の

とおり決定することに賛成の方は、挙手をお願いします。 

 

〔賛成多数〕 

 

賛成多数により、議案第１号１２６番については原案のとおり決定い

たしました。 

１７番委員の着席をお願いいたします。 

 

（１７委員着席） 

 

しばらく議事を中断させていただきまして事務局より説明をいたしま

す。 

 

事務局よりお知らせいたします。農業委員総会の議決権の合議体に位置

づけられているのは農業委員のみになります。議長から各議案ごとに諮

問がありますが、推進委員は挙手をされないようお願いいたします。発

言権のみありますのでよろしくお願いいたします。以上で終わります。

 

 議案第２号 

 

次に、日程第４議案第２号農地法第３条の規定による許可申請の処分

決定について議題に供します。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

１番から７番について説明をお願いします。 

 

それでは、議案第２号農地法第３条の規定による許可申請の処分決定

についてご説明いたします。総会資料は、２５ページ及び２６ページで

ございます。今月の申請件数につきましては、７件となっております。

先般、各担当委員におかれまして事前調査がなされ、現地調査資料の１

ページから７ページに調査書がございますので、ご審議の参考として下

さい。 

それでは、１番につきましてご説明いたします。 

譲受人、中津野在住の○○。譲渡人、神奈川県大和市在住の○○の売

買による所有権移転です｡申請地の所在は、中津野字五反田○○番 田

４６９㎡です。 以上で１番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明の１番に関連して、４番推進委員に調査の結果並びに

補足説明をお願いします。 

 

４番推進委員です。それでは、調査報告をいたします。平成２９年４

月２１日譲受人宅を訪問し、聞き取りを行いました。事務局と一緒でし

た。申請地も調査いたしました。譲受人○○さんは、農機具はトラクタ

ー、田植機、防除機、軽トラック、全部揃っております。それと７６歳

ですけど非常に元気な人ですので、農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので、許可相当と思われます。以上、報告を終わりま

す。 

 

次の、２番について事務局の説明を求めます。 

 

続きまして、２番につきましてご説明いたします。 

譲受人、蒲生町米丸在住の○○。譲渡人、鹿児島市在住の○○の売買

による所有権移転でございます｡申請地の所在は、蒲生町米丸字新田○○

番 田 １，４３９㎡です。以上で２番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明の２番に関連して、１０番推進委員に調査の結果並び

に補足説明をお願いします。 

 

１０番推進委員です。それでは、調査報告をいたします。平成２９年

４月１３日農業委員会の事務局職員と譲受人宅を訪問し聞き取り調査を

行い、申請地も調査いたしました。譲受人○○さんは、労働力は本人と

奥さんと２人です。機械類については、農業機械類はトラクター、田植

機、コンバイン、米作りに必要な機械類は揃っております。当申請は、

農地法第３条第２項の各号に該当しないと思われますので、許可相当と

思われます。以上で報告を終わります。 

 

次の、３番について事務局の説明を求めます。 
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事務局 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

続きまして、３番につきましてご説明いたします。 

譲受人、豊留在住の○○。譲渡人、蒲生町米丸在住の○○の売買によ

る所有権移転です｡申請地の所在は、蒲生町米丸字上川内○○番○ 畑

２３４㎡です。以上で３番につきまして説明を終わります。 

 

ただいまの説明の３番に関連して、９番推進委員に調査の結果並びに

補足説明をお願いします。 

 

９番推進委員です。それでは、調査報告をいたします。平成２９年４

月１７日譲受人宅を訪問し聞き取りを行い、申請地を調査しました。譲

受人○○さんは、水稲を１町５反ほど耕作されていまして、農機具等も

全て揃っておりました。当申請は、農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので、許可相当と思われます。以上で報告を終わりま

す。 

 

それでは、４番について事務局の説明を求めます。 

 

続きまして、４番につきましてご説明いたします。 

譲受人、加治木町木田の一般社団法人○○代表理事○○。譲渡人、霧

島市在住の○○の売買による所有権移転です｡申請地の所在は、加治木町

木田字須崎○○番○ 畑 及び ○○番○ 畑 の２筆、合計面積 １，

２７９㎡です。 

こちらにつきましては、本来、農業生産法人以外の法人による農地の

取得は認められておりませんが、農地法施行令第２条におきまして、教

育、医療又は社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人が、

当該目的に係る業務の運営に必要な施設の用に供すると認められる場合

につきましては、農地の権利移動の不許可の例外となっております。こ

ちらの一般社団法人○○につきましては、障害福祉サービス事業者でご

ざいまして、この例外に該当するものでございます。条件についても、

農地法第３条第２項１号全部効率利用要件、同項第２号農業生産法人の

要件、同項第４号農作業常時従事要件、同項第５号下限面積要件、こち

らにつきましては例外として適用されません。しかし、同項第７号地域

との調和要件、こちらにつきましては適用いたします。以上で４番の説

明を終わります。 

 

ただいまの説明の４番に関連して、７番推進委員に調査の結果並びに

補足説明をお願いします。 

 

７番推進委員です。それでは、調査報告をいたします。平成２９年４

月１８日譲受人一般社団法人○○代表理事○○及び事務局職員を交えて

現地において聞き取りを行い、申請地を調査しました。調査の結果、当

申請地は、長年休耕地になっており雑草等も生えておりましたが、きれ
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議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

議 長 

いに刈りとらえており、今後野菜を栽培される計画で必要な農機具につ

きましてはリースで対応するということでありました。以上のことから

当申請は、農地法第３条第２項の７号に該当しないと思われますので、

許可相当と思われます。以上で報告を終わります。 

 

次の、５番について事務局の説明を求めます。 

 

続きまして、５番につきましてご説明いたします。 

譲受人、平松在住の○○。譲渡人、東餅田在住の○○の売買による所

有権移転でございます｡申請地の所在は、蒲生町下久徳字森木田○○番○

畑 及び 船津字平原○○番○ 畑 の２筆、合計面積１，０７４㎡で

ございます。以上で５番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明の５番に関連して、１番推進委員に調査の結果並びに

補足説明をお願いします。 

 

１番推進委員です。それでは、調査報告をいたします。平成２９年４

月１８日譲受人と会って聞き取りを行い、一緒に申請地を調査いたしま

した。農機具は蒲生の実家の納屋にひととおり申請どおり揃っていまし

た。また、申請地は船津の方は草払いがしてあり、蒲生の方は耕耘され

ていて両方とも管理されていました。よって当申請は、農地法第３条第

２項の各号に該当しないと思われますので、許可相当と思われます。以

上で報告を終わります。 

 

次の、６番について事務局の説明を求めます。 

 

続きまして、６番につきましてご説明いたします。 

譲受人、西餅田在住の○○。譲渡人、北海道の有限会社○○代表取締

役○○の売買による所有権移転です｡申請地の所在は、加治木町小山田字

中原○○番○ 田 及び ○○番○ 畑 の２筆、合計面積２，６０３

㎡です。以上で６番の説明を終わります 

 

ただいまの説明の６番に関連して、８番委員に調査の結果並びに補足

説明をお願いします。 

 

８番委員です。それでは、調査報告をいたします。平成２９年４月１

９日譲渡人○○さんと事務局２人と私で現地で会い調査をいたしまし

た。現地はよく管理されており、また機械も倉庫にトラクター、田植機、

畑作業をする小機械等全て揃っておりました。従いまして当申請は、農

地法第３条第２項の各号に該当しないと思われますので、許可相当と思

われます。以上で報告を終わります。 

 

次の、７番について事務局の説明を求めます。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

続きまして、７番につきましてご説明いたします。 

譲受人、加治木町錦江町在住の○○。譲渡人、加治木町木田在住の○

○の親子間の贈与による所有権移転でございます｡申請地の所在は、加治

木町小山田字水ノ手○○番○ 田、字中田○○番 田、字下学力○○番

○ 田 及び字水ノ手○○番○ 田 の４筆、合計面積３，７１３㎡で

す。以上で７番の説明を終わります。 

 

ただいまの説明の７番に関連して、８番委員に調査の結果並びに補足

説明をお願いします。 

 

８番委員です。報告いたします。平成２９年４月１４日１７時半に譲

渡人○○さんと会い、聞き取り調査を行いました。先ほどありましたよ

うに２人は親子でございまして、父親所有の機械、トラクター、田植機、

動噴、コンバイン等全て揃っておりまして、これはそのまま譲り受ける

ということでございます。また、○○さんは市の職員でございまして、

土曜、日曜、祭日等は親子で一緒に作業されていますので、父親が元気

なうちはこれからも一緒に作業をするとのことでございます。従いまし

て当申請は、農地法第３条第２項の各号に該当しないと思われますので、

許可相当と思われます。以上で報告を終わります。 

 

これより、議案第２号農地法第３条の規定による許可申請の処分決定

について １番から７番について、一括して質疑に入ります。 

何か、質問等はございませんか。 

 

 なし。 

 

なしということでございます。それではお諮りいたします。 

議案第２号農地法第３条の規定による許可申請の処分決定についての

１番から７番については、農地法第３条第２項の各号に該当しないため

許可相当という意見ですが、原案のとおり許可することに賛成の方の挙

手をお願いします。 

 

[賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第２号農地法第３条の規定による許可申請の処

分決定についての１番から７番は、原案のとおり許可することに決定い

たしました。 

 

議案第３号 

 

次に、日程第５議案第３号農地転用事業計画変更申請について議題に

供します。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１番から２番について説明をお願いします。 

それでは、１番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第３号農地転用事業計画変更申請について説明します。

今月は２件でございました。 

 まず１番についてご説明します。 

 申請人は、当初計画書では鹿児島市下荒田在住の○○です。事業継承

者が姶良市脇元在住の○○となります。土地の所在は、当初計画が平松

字後迫○○番○ 地目 畑 面積４２１㎡で変更はなしです。当初の転

用目的は一般住宅で許可日は平成２４年６月２６日です。変更後の転用

目的も同一で一般住宅です。変更理由は当初計画では申請人が自己住宅

を建築する予定でしたが、仕事の関係で転勤になり、事業継承者が譲り

受け、住宅建築しようとするものです。議案第５号４番申請地と関連が

あります。農地法５条の許可申請も同時に申請されました。以上です。

 

ただいまの事務局説明に関連して、１番推進委員に議案第５号農地法

第５条の規定による許可申請の処分決定についての４番とも関連があり

ますので、一括して調査の結果並びに補足説明をお願いします。 

 

 １番推進委員です。現地調査報告を行います。立地基準・農地区分は

第３種農地で問題ありません。申請地の位置は重富地区公民館から東に

約１００ｍの位置です。被害防除の現況は、東は宅地、西は畑、南は宅

地、北 宅地です。申請実現の確実性として、融資証明もあり確実であ

る。条件及び特記事項はありません。総合意見としまして現地調査員と

しましては、承認意見であります。以上で報告を終わります。 

 

次に、２番について、事務局の説明を求めます。 

 

２番についてご説明申し上げます。 

 申請人は、当初では姶良市の社会福祉法人○○理事○○です。変更後

も同一です。土地の所在は、当初計画が船津字二俣○○番 田 ６６０

㎡、同じく二俣○○番 田 ４６３㎡、同じく二俣○○番○ 畑 ５０

３㎡ 合計１，６２６㎡、変更後も同一です。当初の転用目的は運動場

で許可日は平成２５年１１月２６日付けです。申請地は当初の転用目的

どおり運動場で造成され使用されていましたが、登記変更をされておら

ず、情報の古い状態で特別養護老人ホームを建築したもので、今回地目

変更届を法務局に申請する際に許可書が運動場で許可書と現況が合致し

ないとの指摘を受けて、申請があったものです。議案第４号４番申請地

と関連があります。登記の名義は、○○になっていますので、４条申請

になります。補足して申し上げます。この案件につきましては、事務局

のほうより事業者に対して申請をするよう指導いたしたものです。以上

です。 
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議 長 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

         

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただいまの事務局説明に関連して、４番委員に議案第４号農地法第４

条の規定による許可申請の処分決定についての４番とも関連があります

ので、一括して調査の結果並びに補足説明をお願いします。 

 

 ４番委員です。現地調査報告をいたします。立地基準・農地区分は第

１種農地であるが、第１種農地の不許可の例外であります。集落接続施

設に該当するため問題ありません。申請地の位置ですが、船津公園から

南西に１５０ｍの位置であります。被害防除の現況ですが、東が宅地、

西は道路、南は畑、北は宅地です。申請実現の確実性ですけれども、過

去に転用済であるため確実性があります。総合意見といたしまして現地

調査員といたしましては、承認意見であります。以上で終わります。 

 

これより、議案第３号１番から２番について、一括して質疑に入りま

す。何か、質問等はございませんか。 

 

〔質疑・意見なし〕 

 

ないようです。それでは、お諮りいたします。 

議案第３号農地転用事業計画変更申請についての１番から２番につい

て、原案のとおり承認することに賛成の方は、挙手をお願いします。 

 

[賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第３号農地転用事業計画変更申請についての１

番から２番は、原案のとおり承認することに決定いたしました。 

 

議案第４号 

 

次に、日程第６議案第４号農地法第４条の規定による許可申請の処分

決定について議題に供します。 

１番から５番について説明をお願いします。 

それでは、１番について事務局の説明を求めます。 

 

資料は２８ページとなります。議案第４号農地法第４条の規定による

許可申請の処分決定についてご説明申し上げます。今月は５件でござい

ました。 

１番からご説明申し上げます。 

   申請人は 加治木町反土在住の○○さん。土地の所在は、加治木町反

土字大手口○○番○ 地目 田 面積 １，６８９㎡です。農地区分は

農振農用地区域外で、都市計画の用途の設定はありません。土地改良事

業等の施行もございません。農地の広がりは１０ｈa未満です。従いまし

て農地区分は第２種農地と判断されます。  

 転用目的は、山林でございます。申請理由は、申請地は周囲が山林で
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議 長 
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議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

耕作に不便なため、クヌギを植え山林としたいという事です。資金は自

己資金で対応し、水利組合の意見書の添付がございます。被害防除計画

書も添付もございます。以上です。 

 

ただいまの説明の１番に関連して、５番推進委員に調査の結果並びに

補足説明をお願いします。 

 

 ５番推進委員です。よろしくお願いします。立地基準・農地区分は第

２種農地でありますが、その他の農地に該当するため問題なし。申請地

の位置は、南国生コン会社から南に約５００ｍの位置にありました。被

害防除の現況は、東が雑種地、西は山林、南は山林、北も山林でした。

申請実現の確実性は、自己資金証明ありで確実であります。条件及び特

記事項はなし。総合意見は、転用許可基準の立地及び一般基準について

調査の結果、現地調査委員としましては許可意見であります。以上です。

 

次の、２番について、事務局の説明をお願いします。 

 

２番についてご説明申し上げます。 

   申請人は、福岡県在住の○○。土地の所在は、加治木町反土字向江城

○○番○ 田 １，２２２㎡、同じく向江城○○番地 田 ７１０㎡、

同じく向江城○○番地 田 ９３㎡、合計３筆の２，０２５㎡です。農

地区分は農振農用地区域外で、都市計画の用途はございません。土地改

良事業等の施行もございません。農地の広がりは１０ｈa未満です。従い

まして農地区分は第２種農地と判断されます。  

 転用目的は、山林でございます。申請理由は、周囲が山林で日照不足

のため、クヌギを植えたいということでございまして融資で対応とござ

いますが、（１番の）○○さんのご兄弟の方で、○○さんが資金を融資

するとのことです。水利組合の意見書がございます。被害防除計画書の

添付もございます。以上です。 

 

ただいまの説明の２番に関連して、５番推進委員に調査の結果並びに

補足説明をお願いします。 

 

５番推進委員です。立地基準・農地区分は第２種農地でありますが、

その他の農地に該当するため問題なし。申請地の位置は、南国生コン会

社から南に約６００ｍの位置です。被害防除の現況は、東は山林、西は

雑種地、南は道路、北は山林です。申請実現の確実性は、融資証明もあ

り確実であります。条件及び特記事項はなし。総合意見として、転用許

可基準の立地及び一般基準について調査の結果、現地調査委員としまし

ては許可意見であります。以上です。 

 

次の、３番について、事務局の説明をお願いします。 
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議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

３番についてご説明申し上げます。 

   申請人は 蒲生町北の○○。土地の所在は、蒲生町白男字川原○○番

○ 田 ６５８㎡です。ここは農用地区域内であります。事前に農用地

区域が農用地の指定でございましたが、農業用施設用地に変更したとい

うことです。すでに公告済みです、都市計画区域ですが用途の設定はあ

りません。土地改良事業の施行がありです。農地の広がりは１０ｈa以上

です。従いまして農地区分は農用地区域内農地でございます。  

 転用目的は、農業用施設です。農振の農用地利用計画に沿った利用と

いうことで転用許可の範囲内になります。農業用施設１棟の４８０㎡で

す。面積がもうひとつ５条のほうでありまして、３，０００㎡近くです

が４８０㎡の残りは、いちごハウス等を作るということです。申請理由

は、農業用倉庫、露天農業資材置場及び育苗施設が必要なためというこ

とでございます。融資で対応でございます。土地改良区の意見書の添付

がございます。被害防除計画書も添付がございます。農振農用地区域内

の転用ですので、県農業委員会ネットワーク機構への意見聴取案件とな

ります。先ほど申しました○○番○ 田 ２，２９４㎡と一体利用です。

全事業面積が２，９５２㎡となります。議案第５号１９番と関連がござ

います。以上です。 

 

ただいまの事務局説明に関連して、６番委員に議案第５号農地法第５

条の規定による許可申請の処分決定についての１９番とも関連がありま

すので、一括して調査の結果並びに補足説明をお願いします。 

 

それでは、報告します。２９年４月２４日、私と委員の方４名と職員

２名でございまして、簡単に申し上げます。立地基準・農地区分は農用

地区域内農地であるが、農業用施設に該当するため問題はないというこ

とでございます。申請地の位置でございますけれども、白男中福良公民

館から北東に５０ｍくらいの位置にあります。被害防除の現況は、東は

田、西は田、南は道路、北は水路となっております。申請実現の確実性

でございますけども、融資証明もあり確実であるという判断でおります。

条件及び特記事項は特別なし。みんなの意見でありますけれども、転用

許可基準の立地及び一般基準について調査の結果、県農業委員会ネット

ワーク機構への意見聴取案件とし、現地調査委員としましては許可意見

でございます。以上です。 

 

次の、４番について、事務局の説明をお願いします。 

 

４番についてご説明申し上げます。 

   申請人は 姶良市の社会福祉法人○○理事○○。土地の所在は、船津

字二俣○○番○ 畑 ５０３㎡、同じく二俣○○番 田 ６６０㎡、同

じく二俣○○番 田 ４６３㎡、合計３筆 １，６２６㎡です。農地区

分は農振農用地区域外で、都市計画の用途の設定はございません。土地

改良事業等の施行もございません。ただし、農地の広がりは１０ｈa以上
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議 長 

 

ですので農地区分は第１種農地となります。  

 転用目的は、特別養護老人ホーム４棟の１，２７６．７４㎡です。申

請理由は、姶良市の公募に伴い、地域密着型特別養護老人ホームを整備

するためです。土地改良区の意見は区域外のため不要でございます。議

案第３号２番、先ほどご承認いただきました利用目的変更申請と同一の

ところでございます。登記名義は○○となっていますので４条で申請し

て特別養護老人ホームで許可をいただきたいとのことでございます。以

上です。 

 

本案件については、議案第３号２番で、４番委員から報告済でありま

すので補足説明については、省略いたします。 

次の、５番について、事務局の説明をお願いします。 

 

 ５番についてご説明申し上げます。  

申請人は 平松在住の○○。土地の所在は、平松字上水流○○番 田

１，２６９㎡です。農地区分は農振農用地区域外で第一種住居地域に用

途が設定されております。土地改良等の施行はございません。農地の広

がりは１０ｈa未満です。従いまして農地区分は第３種農地と判断されま

す。  

 転用目的は、貸駐車場でございます。申請理由は、当地を月極の貸駐

車場に利用する計画に至るということでございます。資金は融資で対応

し、土地改良区の意見書の添付がございます。被害防除計画書の添付も

ございます。以上です。 

 

ただいまの説明の５番に関連して、１番推進委員に調査の結果並びに

補足説明をお願いします。 

 

１番推進委員です。調査報告を行います。農地区分は第３種農地であ

るため問題ありません。申請地の位置は、クロネコヤマトから北に約５

０ｍの位置です。被害防除の現況としましては、東は田、西は農道、南

は農道、北は宅地です。申請実現の確実性としまして、融資証明もあり

確実であります。条件及び特記事項はありません。総合意見としまして、

転用許可基準の立地及び一般基準について調査の結果、現地調査委員と

しましては許可意見であります。以上で報告を終わります。 

 

これより、議案第４号農地法第４条の規定による許可申請の処分決定

について１番から５番について、一括して質疑に入ります。 

何か、質問等はございませんか。 

 

〔質疑・意見なし〕 

 

それでは、お諮りいたします。 

議案第４号農地法第４条の規定による許可申請の処分決定についての
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議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

１番から５番について原案のとおり、意見決定及び許可決定することに

賛成の委員の挙手をお願いします。 

 

[賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第４号農地法第４条の規定による許可申請の処

分決定についての１番から５番は、原案のとおり、意見の決定及び許可

が決定いたしました。なお、県農業委員会ネットワーク機構の決議に該

当する案件については意見聴取いたします。 

 

議案第５号 

 

次に、日程第７議案第５号農地法第５条の規定による許可申請の処分

決定について議題に供します。 

１番から２３番について説明をお願いします。 

それでは、１番について、事務局の説明を求めます。 

 

  それでは、議案第５号農地法第５条の規定による許可申請の処分決定

についてご説明申し上げます。今月は２３件でございました。 

 先ほどの議案第４号は自分の土地を転用する場合の許可でしたが、今

度は他人の土地を買う或いは贈与を受ける或いは借りて転用をする場合

にとる許可でございます。 

１番についてご説明申し上げます。 

譲受人、姶良市の○○株式会社代表取締役○○。譲渡人、鹿児島市西

田在住の○○。土地の所在は、平松字西中原○○番 地目 畑 面積 ５

５２㎡です。権利内容は所有権移転でございます。農地区分は農業振興

地区域外で都市計画の用途区域は第一種低層住居専用地域に指定されて

います。土地改良事業等の施行はございません。農地の広がりは１０ｈa

未満です。従いまして農地区分は第３種農地と判断されます。  

 転用目的は、宅地造成です。申請理由は、申請地を取得して宅地分譲

一筆分譲として利用するためです。資金は自己資金で対応し、土地改良

区等の意見書は区域外のため不要でございます。被害防除計画書の添付

がございます。以上です。 

 

ただいまの説明に関連して、１番推進委員に調査の結果並びに補足説

明をお願いします。 

 

１番推進委員です。調査報告を行います。農地区分としまして第３種

農地であるため問題なしです。申請地の位置は、重富地区公民館から東

に約２５０ｍの位置です。被害防除の現況としまして、東が畑、西が市

道、南が畑、北が畑です。申請実現の確実性としまして、自己資金証明

もあり確実であります。条件及び特記事項はありません。総合意見とし

まして、転用許可基準の立地及び一般基準について調査の結果、現地調
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議 長 

査委員としましては許可意見であります。以上で報告を終わります。 

 

次の、２番について事務局の説明を求めます。 

 

２番についてご説明申し上げます。 

譲受人、蒲生町下久德の○○。譲渡人、愛知県大府市在住の○○。土

地の所在は、蒲生町下久德字堤田○○番○ 畑 ４８６㎡です。権利内

容は所有権移転です。農地区分は農用地区域外で都市計画の用途の設定

はございません。土地改良事業等の施行もございません。農地の広がり

は１０ｈa以上ございますので農地区分は第１種農地と判断されます。 

 転用目的は、中古車展示場となります。申請理由は、自動車販売をし

ているため、中古車展示場として利用したいためです。資金は自己資金

で対応し、土地改良区等の意見書は区域外のため不要でございます。被

害防除計画書の添付がございます。第１種農地ですので、県農業委員会

ネットワーク機構への意見聴取案件となります。以上です。 

 

ただいまの説明に関連して、９番推進委員に調査の結果並びに補足説

明をお願いします。 

 

９番推進委員です。立地基準・農地区分は第１種農地でありますが、

第１種農地の不許可の例外である集落接続施設に該当するため問題あり

ません。被害防除の現況は、東が田、西が市道、南が宅地、北が雑種地

です。申請実現の確実性は、自己資金証明がありまして確実であります。

条件及び特記事項は特にありません。総合意見としまして、転用許可基

準の立地及び一般基準について調査の結果、県農業委員会ネットワーク

機構への意見聴取案件とし、現地調査委員としましては許可意見であり

ます。以上であります。 

 

次の、３番について事務局の説明を求めます。 

 

３番についてご説明申し上げます。 

譲受人、鹿児島市城西の○○株式会社代表取締役○○。譲渡人、姶良

市東餅田在住の○○。土地の所在は、東餅田字北五反畑○○番○ 畑 １

５３㎡です。権利内容は所有権移転でございます。農地区分は農業振興

地域外で都市計画の用途は第二種住居地域に指定されています。土地改

良事業等の施行はございません。農地の広がりは１０ｈa未満です。従い

まして農地区分は第３種農地と判断されます。  

 転用目的は、社員住居兼事務所１棟９８．０９㎡です。申請理由は、

社員の住居及び事務所です。資金は自己資金で対応し、土地改良区の意

見書等は区域外のため不要でございます。被害防除計画書は添付がござ

います。以上です。 

 

ただいまの説明に関連して、２番委員に調査の結果並びに補足説明を
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お願いします。 

 

２番委員です。それでは報告をいたします。農地区分は第３種農地で

問題はございません。申請地の位置でございますが、コスモス姶良店か

ら東に約１５０ｍの位置でございます。造成工法は現状のままです。土

留め工法は不要でございます。被害防除の現況は、東が市道、西が市道、

南が畑、北が宅地でございます。隣接農地との日照確保といたしまして、

高さ制限５ｍがございます。雨水は水路、汚水・生活雑排水は合併浄化

槽でございます。資力は自己資金、計画面積は妥当でございます。自己

資金証明もあり確実である。関係機関との協議事項でございますが全て

不要です。よって、転用許可基準の立地及び一般基準について調査の結

果、現地調査委員といたしましては許可意見でございます。以上です。

 

次の４番について事務局の説明を求めます。 

 

４番についてご説明申し上げます。 

譲受人、姶良市脇元在住の○○。譲渡人、鹿児島市下荒田在住の○○。

土地の所在は、平松字後迫○○番○ 畑 ４２１㎡です。権利内容は所

有権移転でございまして農地区分は農業振興地区域外で都市計画の用途

は第一種低層住居専用地域に指定されております。土地改良事業等の施

行はございません。農地の広がりは１０ｈa未満です。従いまして農地区

分は第３種農地と判断されます。  

 転用目的は、一般住宅１棟９２．７４㎡です。申請理由は、申請地に

自己の住宅を建築し、生活の安定を図るものです。資金は融資で対応し、

土地改良区等の意見書は区域外のため不要でございます。被害防除計画

書は添付がございます。議案第３号１番、先ほどご承認いただきました

農地転用事業計画変更申請ですが、○○から○○への変更をご承認いた

だきましたので、申し添えます。以上です。 

 

本案件については、議案第３号１番で、１番推進委員から報告済であ

りますので補足説明については、省略いたします。 

次の、５番について事務局の説明を求めます。 

 

５番についてご説明申し上げます。 

譲受人、姶良市の株式会社○○代表取締役○○。譲渡人、姶良市加治

木町反土在住の○○です。土地の所在は、加治木町木田字ユル木堂○○

番○ 田 ９９㎡です。これはすでに農振除外は終えておりまして、農

用地区域外でございます。都市計画の用途設定はございません。土地改

良事業等の施行もございません。農地の広がりは１０ｈa以上です。従い

まして農地区分は第１種農地となります。  

 転用目的は、建売住宅１棟３３．１２㎡です。申請理由は、近隣周辺

は宅地開発が進み、交通の便が良く住宅需要が見込まれるためというこ

とです。資金は自己資金で対応し、土地改良区の意見書がございます。
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議長 

 

被害防除計画書は添付がございます。第１種農地に該当しますので、県

農業委員会ネットワーク機構への意見聴取案件となります。以上です。

 

ただいまの説明に関連して、５番推進委員に調査の結果並びに補足説

明をお願いします。 

 

５番推進委員です。立地基準・農地区分は第１種農地でありますが、

第１種農地の不許可の例外である集落接続農地に該当するため問題はな

し。申請地の位置は木田土地改良区から北約３５０ｍの位置。被害防除

の現況は、東は市道、西は田、同意書あり、南は市道、北は田で同意書

ありです。申請実現の確実性は、自己資金証明ありで確実であります。

条件及び特記事項はなし。総合意見、転用許可基準の立地及び一般基準

について調査の結果、県農業委員会ネットワーク機構への意見聴取案件

とし、現地調査委員としましては許可意見であります。以上です。 

 

次の、６番について事務局の説明を求めます。 

 

６番についてご説明申し上げます。 

譲受人、霧島市隼人町在住の○○。譲渡人、姶良市鍋倉在住の○○及

び○○。土地の所在は、鍋倉字稲荷脇○○番○ 畑 ４９５㎡の内３０

４㎡です。権利内容は所有権移転でございます。農地区分は農用地区域

外で都市計画の用途の設定はございません。土地改良事業等の施行もご

ざいません。農地の広がりは１０ｈa未満です。従いまして農地区分は第

２種農地と判断されます。  

 転用目的は、一般住宅１棟９９．３７㎡です。申請理由は、借家住ま

いで手狭であり、地理的利便性のよい申請地に自己の住宅を建設するた

めです。資金は融資で対応し、土地改良区等は区域外のため不要でござ

います。被害防除計画書は添付がございます。以上です。 

 

ただいまの説明に関連して、２番推進委員に調査の結果並びに補足説

明をお願いします。 

 

２番推進委員です。立地基準・農地区分につきましては第２種農地で

あるが、その他の農地に該当するため問題ありません。申請地の位置は

姶良西部森林組合から東に約４００ｍの位置であります。被害防除の現

況は、東が宅地、西が市道、南が宅地、北が畑であります。申請実現の

確実性、融資証明もあり確実である。条件及び特記事項についてはあり

ません。総合意見といたしまして、転用許可基準の立地及び一般基準に

ついて調査の結果、現地調査委員としては許可意見であります。以上で

終わります。 

 

次の、７番について事務局の説明を求めます。 
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７番についてご説明申し上げます。 

借人、姶良市東餅田在住の○○。貸人、姶良市平松在住の○○及び○

○。土地の所在は、平松字八反房○○番○ 畑 ９３㎡、同じく八反房

○○番○ 畑 １９２㎡で、合計２筆の２８５㎡です。権利内容は使用

貸借権の設定でございまして、農地区分は農業振興地区域外で都市計画

の用途は第一種中高層住居専用地域に指定されています。土地改良事業

等の施行はございません。農地の広がりは１０ｈa未満です。従いまして

農地区分は第３種農地と判断されます。  

 転用目的は、一般住宅１棟１０２．０６㎡です。申請理由は、借家住

まいで手狭であり、地理的利便性のよい申請地に自己の住宅を建設する

ためです。資金は融資で対応し、土地改良区の意見書は区域外のため不

要でございます。被害防除計画書は添付ございます。以上です。 

 

ただいまの説明に関連して、１番推進委員に調査の結果並びに補足説

明をお願いします。 

 

１番推進委員です。現地調査の報告を行います。農地区分は第３種農

地であり問題ありません。申請地の位置は姶良駅から南に約２５０ｍの

位置です。被害防除の現況としまして、東が宅地、西が宅地と畑、南が

市道、北が宅地です。申請実現の確実性としまして、融資証明もあり確

実であります。条件及び特記事項はありません。総合意見としまして、

転用許可基準の立地及び一般基準について調査の結果、現地調査委員と

しましては許可意見であります。以上で報告を終わります。 

 

次の、８番について事務局の説明を求めます。 

 

８番についてご説明申し上げます。 

譲受人、姶良市西餅田在住の○○及び○○。譲渡人、姶良市西餅田在

住の○○。土地の所在は、西餅田字上松原○○番○ 畑 １１２㎡ で

す。権利内容は所有権移転です。農地区分は農業振興地区域外で都市計

画の用途は第一種住居地域に指定されています。土地改良事業等の施行

はございません。農地の広がりは１０ｈa未満です。従いまして農地区分

は第３種農地と判断されます。  

 転用目的は、一般住宅１棟９８．５４㎡です。申請理由は、借家住ま

いで手狭であり、地理的利便性のよい申請地に自己の住宅を建設するた

めです。資金は融資で対応し、土地改良区の意見書等は区域外のため不

要でございます。被害防除計画書は添付がございます。以上です。 

 

ただいまの説明に関連して、１番委員に調査の結果並びに補足説明を

お願いします。 

 

１番委員です。当該地域は立地基準・農地区分としましては、第３種

農地で問題ありません。申請地の位置は、松原下公民館から北東に約１
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００ｍの位置でございます。被害防除の現況は、東は宅地、西も宅地、

南は市道、北も宅地です。申請実現の確実性ですけれども、融資証明も

あり確実であります。条件及び特記事項ですけれども特にございません。

総合意見としましては、転用許可基準の立地及び一般基準について調査

の結果、現地調査委員としましては許可意見であります。以上です。 

 

次の９番に入る前に休憩といたします。 

（休憩） 

 

それでは、休憩を解いて議事に入りたいと思います。 

次の、９番について事務局の説明を求めます。 

 

９番についてご説明申し上げます。 

譲受人、姶良市東餅田在住の○○及び○○。譲渡人、埼玉県入間市在

住の○○。土地の所在は、東餅田字下鍬カキ○○番○ 田 ２１３㎡ 内

２０８㎡です。権利内容は所有権移転でございます。農地区分は農用地

区域外で都市計画の用途の設定はございません。土地改良事業等の施行

はございません。農地の広がりは１０ｈa未満です。従いまして農地区分

は第３種農地と判断されます。  

 転用目的は、一般住宅１棟１２７．９２㎡です。申請理由は、譲受人

が居住するための住宅を建築するためです。資金は融資で対応し、土地

改良区の意見書は区域外のため不要です。被害防除計画書の添付はござ

います。以上です。 

 

ただいまの説明に関連して、１番委員に調査の結果並びに補足説明を

お願いします。 

 

１番委員です。立地基準・農地区分は第３種農地で問題ありません。

申請地の位置ですけれども松原地区公民館から南東に約３００ｍの位置

でございます。被害防除につきましては、東は雑種地、西は雑種地、南

は宅地、北は市道でございます。申請実現の確実性につきましては、融

資証明もあり確実でございます。条件及び特記事項はございません。総

合意見は、転用許可基準の立地及び一般基準について調査の結果、現地

調査委員としましては許可意見であります。以上です。 

 

次の、１０番について事務局の説明を求めます。 

 

１０番についてご説明申し上げます。 

譲受人、姶良市西餅田在住の○○。譲渡人、姶良市西餅田在住の○○。

土地の所在は、西餅田字岩根川畑○○番○ 畑 ２７１㎡です。権利内

容は所有権移転でございます。農地区分は農業振興地域外で都市計画の

第一種中高層住居専用地域に指定されています。土地改良事業等の施行

はございません。農地の広がりは１０ｈa未満です。従いまして農地区分
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は第３種農地と判断されます。  

 転用目的は、一般住宅１棟９３．５７㎡です。申請理由は、現在、借

家住まいであり、申請地に自宅を建築するためです。資金は融資で対応

し、土地改良区の意見書は区域外のため不要でございます。被害防除計

画書の添付がございます。隣接地○○番○ ８９．９４㎡と一体利用し、

全事業面積は３６０．９４㎡となります。以上です。 

 

ただいまの説明に関連して、５番委員に調査の結果並びに補足説明を

お願いします。 

 

５番委員です。立地基準・農地区分は第３種農地で問題ございません。

申請地の位置といたしまして、帖佐中学校から北に約１０ｍの位置でご

ざいます。被害防除の現況といたしまして、東は宅地、西は畑、南は市

道、北は河川と道路でございます。申請実現の確実性といたしまして、

資力は融資、面積は適当、融資証明もあり確実である。条件及び特記事

項はございません。総合意見といたしまして、転用許可基準の立地及び

一般基準について調査の結果、現地調査委員としましては許可意見であ

ります。終わります。 

 

次の、１１番について事務局の説明を求めます。 

 

１１番についてご説明申し上げます。 

譲受人、加治木町小山田在住の○○。譲渡人、加治木町小山田在住の

○○。土地の所在は、加治木町小山田字東木迫○○番○ 畑 １，３５

５㎡です。権利内容は所有権移転です。農地区分は、農用地区域外で、

都市計画区域外です。土地改良事業の施行はございます。農地の広がり

は１０ｈa未満でして農地区分は、土地改良事業がありますので第１種農

地と判断されます。  

 転用目的は、駐車場です。申請理由は、社員の駐車場及び機材置場を

作るためです。資金は自己資金で対応し、土地改良区の意見書の添付が

ございます。被害防除計画書の添付がございます。第１種農地ですので、

県農業委員会ネットワーク機構への意見聴取案件となります。隣接地○

○番○（畑）９８８㎡と一体利用し、全事業面積は２，３４３㎡です。

以上です。 

 

ただいまの説明に関連して、３番委員に調査の結果並びに補足説明を

お願いします。 

 

３番委員です。現地調査報告をいたします。農地区分は第１種農地で

あるが、第１種農地の不許可の例外である集落接続施設に該当するため

問題なし。申請地の位置は小山田ふれあい交流施設から西に約１５０ｍ

の位置。被害防除の現況は、東は雑種地、西は放草地、南は雑種地、北

は道路。申請実現の確実性は、自己資金証明ありで確実である。条件及
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び特記事項はありません。総合意見として、転用許可基準の立地及び一

般基準について調査の結果、県農業委員会ネットワーク機構への意見聴

取案件とし、現地調査委員としましては許可意見であります。以上です。

 

次の、１２番について事務局の説明を求めます。 

 

１２番についてご説明申し上げます。 

譲受人、鹿児島市の合同会社○○代表取締役○○。譲渡人、姶良市宮

島町在住の○○。土地の所在は、西餅田字横手前○○番○ 田 １，５

１８㎡です。権利内容は所有権移転です。農地区分は農業振興地域外で

都市計画の第一種住居地域に指定されています。土地改良事業の施行は

ございます。農地の広がりは１０ｈa未満です。従いまして農地区分は第

３種農地と判断されます。  

 転用目的は、集合住宅２棟４５３．２８㎡です。申請理由は、申請地

を取得して集合住宅２棟３２世帯を建築するためです。自己資金で対応

し、土地改良区の意見書の添付がございます。被害防除計画書の添付も

ございます。以上です。 

 

ただいまの説明に関連して、５番委員に調査の結果並びに補足説明を

お願いします。 

 

５番委員です。農地区分は第３種農地で問題ありません。申請地の位

置でございますけれども高樋公民館から南に約１５０ｍの位置でござい

ます。造成工法といたしまして盛土が０．５ｍ、土留め工法といたしま

してＬ型擁壁１．０ｍでございます。被害防除の現況といたしまして、

東が道路、西が水路と宅地、南が宅地、北も宅地でございます。申請実

現の確実性といたしまして、資力は自己資金、計画面積は適当、自己資

金証明もあり確実であります。条件及び特記事項はございません。総合

意見としまして、転用許可基準の立地及び一般基準について調査の結果、

現地調査委員としましては許可意見でございます。終わります。 

 

次の、１３番について事務局の説明を求めます。 

 

１３番についてご説明申し上げます。 

譲受人、姶良市宮島町の○○株式会社代表取締役○○。譲渡人、姶良

市鍋倉在住の○○。土地の所在は、西餅田字上川屋○○番 地目 田 面

積８４３㎡です。権利内容は所有権移転です。農地区分は農業振興地域

外で都市計画の第一種中高層住居専用地域に指定されています。土地改

良事業の施行はございます。農地の広がりは１０ｈa未満です。従いまし

て農地区分は第３種農地と判断されます。  

 転用目的は、宅地造成です。申請理由は、申請地を取得して宅地分譲

一筆分譲として利用するためです。資金は自己資金で対応し、土地改良

区の意見書の添付がございます。被害防除計画書も添付がございます。
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以上です。 

 

ただいまの説明に関連して、５番委員に調査の結果並びに補足説明を

お願いします。 

 

５番委員です。農地区分は第３種農地で問題ございません。申請地の

位置といたしまして高樋公民館から南に約３５０ｍの位置です。造成工

法といたしまして盛土が０．７ｍ、土留め工法といたしまして塀ブロッ

ク０．８ｍ。被害防除の現況といたしまして、東が道路、西が道路、南

が宅地、北が宅地でございます。申請実現の確実性といたしまして、資

力は自己資金、面積は適当、自己資金証明もあり確実である。条件及び

特記事項はございません。総合意見といたしまして、転用許可基準の立

地及び一般基準について調査の結果、現地調査委員としましては許可意

見でございます。終わります。 

 

次の１４番について事務局の説明を求めます。 

 

１４番についてご説明申し上げます。 

譲受人、日置市東市来町の株式会社○○代表取締役○○。譲渡人、鹿

屋市在住の○○。土地の所在は、東餅田字七反田○○番○ 田 １，２

９１㎡です。権利内容は所有権移転です。農地区分は農業振興地域外で

都市計画の用途は、第一種中高層住居専用地域に指定されています。土

地改良事業等の施行はございません。農地の広がりは１０ｈa未満です。

従いまして農地区分は第３種農地と判断されます。  

 転用目的は、共同住宅１棟２６０．０２㎡です。申請理由は、当地に

共同住宅の建設計画に至るためです。資金は融資で対応し、土地改良区

の意見書は区域外のため不要です。被害防除計画書の添付がございます。

以上です。 

 

ただいまの説明に関連して、２番委員に調査の結果並びに補足説明を

お願いします。 

 

２番委員です。報告いたします。農地区分は第３種農地で問題ござい

ません。申請地の位置でございますが建昌小学校から南に約２００ｍの

位置でございます。造成工法といたしましては現状のまま利用するとい

うことでございます。土留め工法は、塀ブロック０．６ｍ。被害防除と

いたしまして現況は、東が宅地、西が畑、南が宅地と道路、北が水路で

ございます。隣接農地の緩衝地確保、日照確保といたしまして５ｍとる

ということでございます。汚水、生活雑排水は、合併浄化槽でございま

す。資力は融資、面積は適当でございます。申請実現の確実性といたし

ましては、融資証明もあり確実であるということです。特記事項等はご

ざいません。調査の結果、現地調査委員としましては許可意見でござい

ます。以上です。 
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次の、１５番について事務局の説明を求めます。 

 

１５番についてご説明申し上げます。 

借人、蒲生町の有限会社○○代表取締役○○。貸人、同じく蒲生町下

久德在住の○○、親子関係です。土地の所在は、蒲生町下久德字壱町畠

○○番○ 田 面積 ４１５㎡です。権利内容は賃借権の設定でござい

ます。農地区分は農用地区域外でございまして都市計画の設定はござい

ません。土地改良事業等の施行もございません。農地の広がりは１０ｈa

未満です。従いまして農地区分は第２種農地と判断されます。  

 転用目的は、資材置場でございます。申請理由は、当地を借りて当社

事業用の資材置場に利用する計画に至るためです。資金は不要でござい

まして、土地改良区の意見書は区域外のため不要です。被害防除計画書

の添付がございます。隣接地８００－１宅地の一部３９７㎡と一体利用

で、全事業面積は８１２㎡です。以上です。 

 

ただいまの説明に関連して、８番委員に調査の結果並びに補足説明を

お願いします。 

 

８番委員です。報告いたします。立地基準・農地区分は第２種農地で

ありますがその他の農地に該当するため問題ありません。申請地の位置

は県立蒲生高校から西に約５０ｍのところでございます。被害防除の現

況といたしまして、東が田、西が５条許可済地でございます。南が宅地、

北が道路でございます。申請実現の確実性といたしまして、資力は転用

済のため不要でございます。計画面積は適当でございます。建設業で資

材置場として使用するのは確実でございます。条件および特記事項はあ

りません。総合意見といたしまして、転用許可基準の立地及び一般基準

について調査の結果、現地調査員といたしましては許可意見でございま

す。終わります 

 

次の、１６番について事務局の説明を求めます。 

 

１６番についてご説明申し上げます。 

譲受人、霧島市国分の株式会社○○代表取締役○○。譲渡人、姶良市

西餠田在住の○○。土地の所在は、西餅田字上松原○○番 田 ９５５

㎡です。権利内容は所有権移転でございまして、農地区分は農業振興地

域外で都市計画の第一種中高層住居専用地域に指定されています。土地

改良事業等の施行はございません。農地の広がりは１０ｈa未満です。従

いまして農地区分は第３種農地と判断されます。  

 転用目的は、宅地造成です。申請理由は、小学校に近く、市街地の状

況から宅地分譲に最適地と判断し選定に至るためです。生産区画数は宅

地４区画、道路１区画でございます。資金は、自己資金で対応し、土地

改良区の意見書の添付がございます。被害防除計画書の添付もございま
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す。以上です。 

 

ただいまの説明に関連して、１番委員に調査の結果並びに補足説明を

お願いします。 

 

１番委員です。農地区分につきましては第３種農地であるため問題ご

ざいません。申請地の位置ですけれども松原なぎさ小から南に約２００

ｍの位置でございます。造成工法としましては盛土１．０ｍでございま

す。土留工法としましてはＬ型擁壁１．０ｍうちます。被害防除につき

ましては、東が宅地、西が田、南が市道、北が田という状況でございま

す。申請実現の確実性ですけれども、自己資金証明もあり確実でござい

ます。土地改良区の意見も付帯してございまして、適当ということです。

条件および特記事項についてはございません。総合意見といたしまして

は、転用許可基準の立地及び一般基準について調査の結果、現地調査員

としましては許可意見でございます。以上です。 

 

次の、１７番について事務局の説明を求めます。 

 

１７番についてご説明申し上げます。 

譲受人、霧島市国分新町在住の○○。譲渡人、熊本県合志市在住の○

○。土地の所在は、加治木町木田字赤坂○○番○ 畑 ４１３㎡です。

権利内容は所有権移転でございます。農地区分は農用地区域外で第一種

住居地域に指定されています。土地改良事業等の施行はございません。

農地の広がりは１０ｈa未満です。従いまして農地区分は第３種農地と判

断されます。  

 転用目的は、宅地造成です。申請理由は、申請地の北側の土地○○番

○ ○○番○と併せて宅地分譲６区画を建設し、その販売を行うためで

す。資金は融資で対応し、土地改良区の意見書は添付がございます。被

害防除計画書の添付がございます。隣接地○○番○宅地８５４．２２㎡

○○番○山林４７０㎡と一体利用。全事業面積は１，７３７．２２㎡と

なります。以上です。 

 

ただいまの説明に関連して、９番推進委員に調査の結果並びに補足説

明をお願いします。 

 

９番推進委員です。立地基準・農地区分は第３種農地で問題ありませ

ん。申請地の位置ですが星原団地から南西に約１００ｍ。造成工法とし

ましては盛土０．２ｍ。土留工法としまして塀ブロック０．４ｍです。

被害防除の現況としまして、東が宅地、西が道路、南が道路、北が宅地

でございます。申請実現の確実性でありますが、融資証明ありで問題あ

りません。条件および特記事項は特にございません。総合意見としまし

て、転用許可基準の立地及び一般基準について調査の結果、現地調査員

としましては許可意見であります。以上です。 
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次の、１８番について事務局の説明を求めます。 

 

１８番についてご説明申し上げます。 

譲受人、姶良市の株式会社○○代表取締役○○。譲渡人、姶良市船津

在住の○○。土地の所在は、船津字一町畠○○番 畑 ６８７㎡です。

権利内容は所有権移転です。農地区分は農用地区域外で都市計画の用途

の設定はございません。土地改良事業等もございません。農地の広がり

は１０ｈa未満です。従いまして農地区分は第２種農地と判断されます。

 転用目的は、建売住宅２棟１９５．６３㎡です。申請理由は、申請地

は船津地区公園から西に約７０ｍの位置にあり、閑静な住宅地で交通の

便が良く、住宅需要の条件としては揃っているので建売住宅を建設する

ためです。資金は自己資金で対応し、土地改良区等は区域外のため不要

でございます。被害防除計画書の添付がございます。以上です。 

 

ただいまの説明に関連して、４番委員に調査の結果並びに補足説明を

お願いします。 

 

４番委員です。農地区分は第２種農地であるがその他の農地に該当す

るため問題ありません。申請地の位置は船津公園から西に約７０ｍの位

置でございます。被害防除の現況ですけれども、東が道路、西が道路、

南が畑及び宅地、北が畑及び宅地であります。申請実現の確実性ですけ

れども、自己資金証明もあり確実であります。条件および特記事項はあ

りません。総合意見といたしまして、転用許可基準の立地及び一般基準

について調査の結果、現地調査員としましては許可意見であります。以

上です。 

 

次の、１９番について事務局の説明を求めます。 

 

１９番についてご説明申し上げます。 

譲受人、蒲生町北の○○。譲渡人、蒲生町白男の○○。土地の所在は、

蒲生町白男字内川原○○番○ 田 ２，２９４㎡です。権利内容は所有

権移転でございます。農地区分は、農用地区域内農地で、農用地区域内

です。都市計画の用途の設定はございません。土地改良事業の施行はあ

ります。農地の広がりは１０ｈa以上です。従いまして農地区分は、農用

地区域内の農地であります。  

 転用目的は、農業用施設１棟４８０㎡です。申請理由は、農業用倉庫・

露天農業資材置場・育苗施設が必要なためです。資金は融資で対応でご

ざいます。土地改良区の意見書等は、水利は、ここはパイプラインで農

業用施設になった後も再び使えます。育苗施設等もございますので、改

良区には入ったままでございます。被害防除計画書の添付がございます。

農用地区域内農地になりますので、県農業委員会ネットワーク機構への

意見聴取案件でございます。先ほどの議案第４号３番の○○番○は本人
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名義で、こちら○○番○は、譲渡人○○が譲受人○○の父親であり、贈

与による所有権移転であるため○○番○は、５条の申請となります。以

上でございます。 

 

本案件については、議案第４号の３で、６番委員から報告済でありま

すので補足説明については、省略いたします。 

次の、２０番について事務局の説明を求めます。 

 

２０番についてご説明申し上げます。 

譲受人、姶良市の株式会社○○代表取締役○○。譲渡人、鹿児島市東

谷山在住の○○。土地の所在は、蒲生町下久德字簡原○○番○ 田 ８

３９㎡です。権利内容は所有権移転でございます。農地区分は、農用地

区域外で、都市計画の用途についてはございません。土地改良事業の施

行はあります。かなり昔で、戦時中の圃場整備です。農地の広がりは１

０ｈa以上で、農地区分は、第１種農地でございます。  

 転用目的は、建売住宅２棟１７２．２４㎡です。申請理由は、建売住

宅を建築して販売するためです。資金は自己資金で対応し、土地改良区

の意見書の添付がございます。被害防除計画書の添付がございます。第

１種農地ですので、県農業委員会ネットワーク機構への意見聴取案件と

なります。以上です。 

 

ただいまの説明に関連して、８番委員に調査の結果並びに補足説明を

お願いします。 

 

８番委員です。報告いたします。農地区分は第１種農地であるが、第

１種農地の不許可の例外である集落接続施設に該当するため問題なし。

申請地の位置は蒲生高校から南西に約７０ｍのところでございます。造

成工法といたしまして盛土１．５～１ｍ。土留工法といたしましてＬ型

擁壁１．５～１ｍでございます。被害防除の現況といたしまして、東が

宅地、西が田、南が田、北が県道でございます。隣接農地との緩衝地で

１ｍございます。隣接農地との日照確保が４ｍでございます。申請実現

の確実性といたしまして、資金証明ありで確実でございます。条件およ

び特記事項はありません。総合意見といたしまして、転用許可基準の立

地及び一般基準について調査の結果、県農業委員会ネットワーク機構へ

の意見聴取案件とし、現地調査員としましては許可意見であります。以

上です。 

 

次の、２１番について事務局の説明を求めます。 

 

２１番についてご説明申し上げます。 

譲受人、東餅田在住の○○。譲渡人、鹿児島市吉野在住の○○。土地

の所在は、蒲生町下久德字榎田○○番 田 ７４３㎡です。権利内容は

所有権移転でございます。農地区分は、農用地区域外で、都市計画の用
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途の設定はございません。土地改良事業もありません。農地の広がりは

１０ｈa未満で、農地区分は、第１種農地であります。  

 転用目的は、駐車場です。申請理由は、経営する店舗の駐車場として

利用するためです。資金は自己資金で対応し、土地改良区の意見書の添

付がございます。被害防除計画書の添付がございます。第１種農地です

ので、県農業委員会ネットワーク機構への意見聴取案件となります。以

上です。 

 

ただいまの説明に関連して、８番委員に調査の結果並びに補足説明を

お願いします。 

 

８番委員です。報告いたします。農地区分は第１種農地であるが、第

１種農地の不許可の例外である集落接続施設に該当するため問題ありま

せん。申請地の位置は蒲生高校から西に約３００ｍのところでございま

す。盛土０．５ｍ、土留め工法といたしまして土留打が０．５ｍでござ

います。被害防除の現況は、東が雑種地、西が田、南が田、北が水路で

ございます。申請実現の確実性といたしまして、資金証明があり確実で

ございます。条件および特記事項はありません。総合意見といたしまし

て、転用許可基準の立地及び一般基準について調査の結果、県農業委員

会ネットワーク機構への意見聴取案件とし、現地調査員としましては許

可意見であります。終わります。 

 

次の、２２番について事務局の説明を求めます。 

 

２２番についてご説明申し上げます。 

譲受人、鹿児島市坂之上在住の○○。譲渡人、鹿児島市吉野町在住の

○○。土地の所在は、蒲生町漆字雉子段○○番 田 ５２０㎡、同じく

雉子段○○番 田 １，７８６㎡と鹿児島市吉野在住の○○ 蒲生町漆

字雉子段○○番 田 ４２０㎡の合計３筆です。農地区分は農用地区域

外です。これは、農用地区域でしたが除外の公告済です。都市計画区域

外です。土地改良事業等の施行はございません。農地の広がりは１０ｈa

未満です。従いまして農地区分は第２種農地と判断されます。  

 転用目的は、太陽光発電所です。申請理由は、申請地に太陽光パネル

２５６枚を設置し、太陽光発電を行いたいためです。資金は自己資金で

対応し、土地改良区等はございません。被害防除計画書の添付がござい

ます。以上です。 

 

ただいまの説明に関連して、１２番推進委員に調査の結果並びに補足

説明をお願いします。 

 

１２番委員です。ご説明申し上げます。農地区分は第２種農地であり

ますが、その他の農地に該当するため問題ございません。申請地の位置

でございますが、漆小学校から北に約１ｋｍの位置にございます。被害
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防除の現況といたしましては、東に雑種地、西に転用地、南に河川、北

に道路でございます。資力といたしましては融資。計画面積の妥当性と

いたしましては適当。申請実現の確実性といたしまして、融資証明もご

ざいまして確実であります。現地調査員といたしましては許可意見であ

ります。以上でございます。 

 

次の、２３番について事務局の説明を求めます。 

 

２３番についてご説明申し上げます。 

譲受人、北九州市の○○株式会社代表取締役○○。譲渡人、姶良市西

餅田在住の○○他６名。土地の所在は、宮島町○○番○ 地目 畑 面

積 ６９６㎡です。権利内容は所有権移転です。農地区分は農業振興地

域外で、都市計画区の用途は商業地域です。土地改良事業の施行はござ

いません。農地の広がりは１０ｈa未満です。従いまして農地区分は第３

種農地と判断されます。  

 転用目的は、駐車場です。申請理由は、駐車場として使用するためで

す。資金は自己資金で対応し、改良区等はございません。始末書の添付

がございます。追認許可ですので県農業委員会ネットワーク機構への意

見聴取案件です。隣接地○○番○宅地１９１㎡と一体利用です。全事業

面積は８８７㎡でございます。以上です。 

 

ただいまの説明に関連して、２番委員に調査の結果並びに補足説明を

お願いします。 

 

２番委員です。報告いたします。農地区分は第３種農地で問題ござい

ません。申請地の位置でございますが市役所姶良庁舎から北東に約１５

０ｍの位置でございます。造成工法は現状のままということです。土留

めは不要でございます。被害防除の現況といたしまして、東が宅地、西

が市道、南が駐車場、北が市道でございます。雨水の排水は、水路放流

でございます。申請実現の確実性でございますが、資力は自己資金、計

画面積は適当でございます。自己資金証明もあり確実であるということ

でございます。特記事項等はございません。転用許可基準の立地及び一

般基準について調査の結果、県農業委員会ネットワーク機構への意見聴

取案件とし、現地調査員といたしましては許可意見でございます。以上

です。 

 

調査員の皆さん、ご苦労様でした。 

これより、議案第５号農地法第５条の規定による許可申請の処分決定

について １番から２３番までについて一括して質疑に入ります。 

何か、ご質問等ございませんか。 

 

１番委員。 
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１番委員です。先ほどの説明につきまして、現地調査の報告書２１ペ

ージ議案第５号９につきまして修正をお願いします。２０ページと申請

地の位置が一緒になっておりますが、右側の２１ページにつきましては、

申請地の位置が松原地区公民館から北西に２００ｍということでござい

ます。修正の上、お詫び申し上げます。 

 

 事務局よろしいですか。 

 

［なし］ 

 

 他にございませんか。 

 

[質問なし] 

 

それでは、お諮りいたします。 

議案第５号農地法第５条の規定による許可申請の処分決定についての

１番から２３番までについて原案のとおり、意見決定及び許可すること

に賛成の委員の挙手をお願いします。 

 

[賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第５号農地法第５条の規定による許可申請の処

分決定についての１番から２３番について、原案のとおり意見決定及び

許可が決定いたしました。なお、県農業委員会ネットワーク機構の決議

に該当する案件については「意見聴取」いたします。 

 

議案第６号 

 

次に、日程第８議案第６号農地の利用目的変更願について議題に供し

ます。 

１番から４番について、説明をお願いします。 

それでは、１番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第６号農地の利用目的変更願についてご説明申し上げ

ます。今月は４件ございました。この農地の利用目的変更願は、農地法

は田から畑、畑から田への転換は許可不要でございます。盛土につきま

しても許可不要です。田から畑に転換されるとき、土地改良区の地区か

ら除外されるとき、盛土がある場合、土地改良区の農道・市道或いは隣

接の農地に影響がある場合がありますので、農業委員会の承認を受けて

から盛土なり転換をするというかたちになっています。 

１番についてご説明申し上げます。 

   申請人は西姶良在住の○○。所有者も同一です。土地の所在は、西餅

田字溝添○○番○ 地目 田 面積 ５５８㎡です。農地区分は農用振
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議 長 

興地域外で、都市計画の用途は、第一種中高層住居専用地域です。土地

改良事業等はあります。農地の広がりは１０ｈa未満です。従いまして農

地区分は第３種農地となります。  

 変更後の使用目的は、現状のまま畑です。申請理由は、水田利用の目

的がなくなったため、果樹栽培の畑として利用したいためです。被害防

除計画書の添付がございます。以上です。 

 

ただいまの説明に関連して、２番推進委員に調査の結果並びに補足説

明をお願いします。 

 

２番推進委員です。報告いたします。農地区分については第３種農地。

申請地の位置といたしまして県立姶良高等技術専門学校から南東に約１

００ｍの位置であります。被害防除の現況ですが、東が田と宅地、西が

道路、南が宅地、北が田であります。申請実現の確実性は、果樹栽培の

畑として利用するため確実である。条件及び特記事項については特にあ

りません。総合意見として現地調査員としましては承認といたします。

以上です。 

 

つぎの、２番について、事務局の説明を求めます。 

 

２番についてご説明申し上げます。 

   申請人は寺師在住の○○。所有者も同一です。土地の所在は、西餅田

字溝添○○番○。先ほどの○○番○の隣接地でございます。地目は田で

ございまして、面積は４１４㎡です。農地区分は農用振興地域外で、第

一種中高層住居専用地域です。土地改良事業の施行はございます。農地

の広がりは１０ｈa未満です。従いまして農地区分は第３種農地となりま

す。  

 変更後の使用目的は、現状のまま畑です。申請理由は、水田利用の目

的がなくなったため、果樹栽培の畑として利用したいためです。被害防

除計画書の添付がございます。以上です。 

 

ただいまの説明に関連して、２番推進委員に調査の結果並びに補足説

明をお願いします。 

 

２番推進委員です。農地区分につきましては第３種農地であります。

申請地の位置でありますが、県立姶良高等技術専門学校から南東に約１

００ｍの位置であります。被害防除の現況ですが、東が道路、西が田、

南が道路、北が田であります。申請実現の確実性ですが、果樹栽培の畑

として利用するため確実である。条件及び特記事項は特にありません。

総合意見といたしまして現地調査員といたしましては承認意見でありま

す。以上です。 

 

つぎの、３番について、事務局の説明を求めます。 
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３番についてご説明申し上げます。 

   申請人は蒲生町上久德在住の○○。所有者も同一です。土地の所在は、

蒲生町上久德字二木○○番○ 田 ３２７㎡です。農地区分は農用地区

域外で、都市計画の用途はございません。土地改良事業の施行もござい

ません。農地の広がりは１０ｈa未満です。従いまして農地区分は第２種

農地と判断されます。  

 変更後の使用目的は、盛土をして畑です。申請理由は、用水が思うよ

うに取れないため畑に変更ということです。被害防除計画書の添付がご

ざいます。以上です。 

 

ただいまの説明に関連して、６番委員に調査の結果並びに補足説明を

お願いします。 

 

 報告いたします。農地区分としましては第２種農地とされております。

申請地の位置でございますけれど、川東上公民館より西へ約２００ｍの

ところでございます。造成工法ですが、１．５～２．５ｍの高さで盛土

をしたいということでございまして、土留め工法として芝張をしたいと

いうことです。被害防除の現況は、東に市道、西に水路、南に畑、北に

雑種地でございます。申請実現の確実性でございますけれど、計画面積

が妥当で適当であるということ周辺も畑であり現実性があります。特に

条件等はございません。総合意見としまして現地調査員としましては承

認意見であります。終わります。 

 

つぎの、４番について、事務局の説明を求めます。 

 

４番についてご説明申し上げます。 

   申請人は加治木町木田在住の○○。所有者も同一でございます。土地

の所在は、西餅田字横八田○○番○ 田 １，２３５㎡です。農地区分

は農業振興地域外で、都市計画の用途は第一種低層住居専用地域に指定

されています。土地改良事業等の施行はございません。農地の広がりは

１０ｈa未満です。従いまして農地区分は第３種農地と判断されます。 

 変更後の使用目的は、盛土をして畑です。申請理由は、高齢のため、

長年不耕作で迷惑をかけたので、畑に変更して管理していきたいという

ことです。被害防除計画書の添付がございます。以上です。 

 

ただいまの説明に関連して、２番推進委員に調査の結果並びに補足説

明をお願いします。 

 

２番推進委員です。農地区分につきましては第３種農地であります。

申請地の位置でありますが、桜島サービスエリアから東に約３０ｍの位

置であります。被害防除の現況ですが、東が５条許可地、西が５条許可

地、南が５条許可地、北が市道で現在工事中であります。申請実現の確
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議長 

 

実性ですが、高齢のため水稲作が困難となり畑として利用することが確

実である。条件及び特記事項といたしまして、通作路の確保です。総合

意見といたして現地調査員といたしましては承認意見あります。以上で

す。 

 

これより、議案第６号１番から４番について一括して質疑に入ります。

ただいまの、事務局及び現地調査員からの説明について、何かご質問

等ございませんか。 

 

[質問なし] 

 

それでは、お諮りいたします。 

議案第６号農地の利用目的変更願についての１番から４番について、

承認することに賛成の方は挙手をお願いします。 

 

[賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第６号農地の利用目的変更願についての１番か

ら４番について、原案のとおり承認することに決定いたしました。 

 

 議案第７号 

 

次に、日程第９議案第７号非農地証明願について議題に供します。 

１番について、事務局の説明を求めます 

 

  それでは、議案第７号非農地証明についてご説明申し上げます。今月

は１件でございました。 

 この非農地証明願いは、例えば山に杉が２０年生以上であれば承認し

ます。あと宅地が建築後２０年以上建っていれば証明します。ただし、

舗装もない更地は、証明しません。建築物があるか或いは植林をしてい

るか。駐車場でアスファルト舗装がされていて区画線が引いている等で

なければ非農地証明はしないことになっております。 

 １番についてご説明申し上げます。 

 申請人は鹿児島市高麗町在住の○○。所有者も同一でございます。土

地の所在は、西餅田字室前○○番○ 地目 田 面積 ５３２㎡です。

農地区分は、農用地区域外です。都市計画の用途設定はございません。

土地改良事業等の施行もございません。農地の広がりは１０ｈａ未満で

す。従って農地区分は、第２種農地と判断されます。変更年月日は昭和

５６年です。現況は宅地で、申請理由は、昭和５６年より家が建ってい

るためです。課税も宅地となっています。以上です。 

 

ただ今の説明に関連して、５番委員から、調査の結果並びに補足説明

をお願いします。 
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５番委員です。農地区分は第２種農地でございます。申請地の位置と

いたしまして県立姶良高等技術専門学校から北に約１００ｍの位置でご

ざいます。現況といたしまして、申請のとおり宅地となってから約３６

年程度たっていると認められる。周囲の現況といたしまして、東が宅地、

西が宅地、南が宅地、北が市道でございます。非農地として認定するや

むを得ない理由といたしまして、すでに宅地となって３６年が経過して

おり、家も建っている現状でありやむを得ないものであると認める。条

件及び特記事項はございません。総合意見といたしまして現地調査員と

しましては承認意見でございます。終わります。 

 

これより、議案第７号１番について、質疑に入ります。 

何かご質問はありませんか。 

 

「意見・質問なし」 

 

それではお諮りいたします。議案第７号非農地証明願についての１番

について、原案のとおり承認することに賛成の方は、挙手をお願いしま

す。 

 

[賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第７号非農地証明願についての１番は、原案の

とおり承認することに決定いたしました。 

 

 議案第８号 

 

次に、日程第１０議案第８号、農地あっせん申出について議題に供し

ます。 

１番から３番について、事務局の説明を求めます。 

 

それでは、議案第８号農地あっせん申出売渡・貸付希望についてご説明

いたします。総会資料につきましては、３９ページでございます。今月

の申請につきましては、３件となっております。参考資料につきまして

は、１１６ページからとなりますので、ご審議の参考として下さい。 

それでは、１番をご説明いたします。内容につきましては、売渡でご

ざいます。土地の所在が、加治木町日木山字楠原○○番 畑 ２，５１

４㎡でございます。申請人につきましては、加治木町日木山在住の○○。

譲渡希望価格は、総額○○円となってございます。 

続きまして、２番をご説明いたします。内容につきましては、貸付で

す。土地の所在が、蒲生町漆字咄合○○番 田 ２，０９３㎡でござい

ます。申請人につきましては、鹿児島市在住の○○。希望小作料は、１

０a当たり籾○俵となってございます。 
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議 長 

続きまして、３番をご説明いたします。内容につきましては、貸付で

ございます。土地の所在が、加治木町小山田字本仮屋○○番○ 田 １，

１４８㎡です。申請人につきましては、加治木町小山田在住の○○。希

望小作料は、籾○俵となっております。以上、議案第８号の説明を終わ

らせていただきます。 

 

事務局の説明が終わりました。議案第８号、１番から３番について一

括して質疑に入ります。何かご質問はございませんか。 

 

はい。 

 

はい、１２番委員。 

 

 はい、１２番委員です。１番の案件でございますが、買い手はいらっ

しゃいます。前職の○○さんとの打ち合わせのなかで、買い手の方が農

地法上でちょっと問題があるというような話で、打ち合わせしたのです

が、それはクリアできておりますか。 

 

 はい、事務局。 

 

 今のところまだクリアされておりません。 

 

 わかりました。それからもう１点です。この譲渡希望価格○○円でご

ざいますが、１０ａ当たりにすると○○円。この○○円でこの案件が受

理されてあっせんをされればいいのですが、もしこれより下がったとき、

仮に○○円としたとき、（１０ａ当たり）○○円くらいでございます。今

までの私たちの台地のあっせんの経過をみますと、私が担当委員となろ

うかと思うのですが○○円から○○円であっせんはするのが妥当じゃな

いのかなというような気がいたします。そのような理由でこの案件は保

留としていただいて、○○さんともう少し協議する必要があるのではな

いかな。私は○○さんのところに行って、今までのあっせんの経緯を説

明しました。ですが、このあっせんにかけた場合ですね、税制上の特典

がございます。それと事務手続きの特典がございます。○○さんが言わ

れるには、あっせんにかけて税制上の特典が欲しいということでござい

ました。そういういきさつで、今までの経緯を無視して、この価格であ

っせんをすべきなのか私は疑問を持っております。そこらへんも踏まえ

て保留が妥当じゃないかなという気がいたします。 

そこで、事務局にお願いでございますが、事務局の基本的なあっせん

の考え方、これを説明していただきまして、委員の方々も新しい方もい

らっしゃいますので、いい機会でございますので、質疑の時間を持って

いただければなと思っています。よろしくお願いいたします。 

 

 わかりました。事務局。 
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     委 員 
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 今の１２番委員の事務局に対するご質問ですけれども、実際今のよう

に譲渡の希望価格等、その辺りはご本人の申請があったものを総会には

直接そのままおかけをいたします。その上で今みたいにご意見等頂戴い

たしまして、また先方の方と話をして、それからあっせんとしてお受け

できるようなかたちでまた総会に諮りたいと思いますのでよろしくお願

いいたします。 

 

 よろしいですか。 

 

可能であればですね、あっせんというものに対して質疑というか、皆

さんわからない人もいらっしゃると思うのですよ。どういうかたちであ

っせんが行われるのか。そういう質疑応答の場を持っていけませんかと

いうことに対してお願いします。 

 

わかりました。すみません。 

 

前回も合同研修会の後に、担当地区ごとに分かれていただいて、担当

委員さんの振り分けをさせていただいたんですけれども、今事務局のほ

うで考えているのは、今日みたいに総会の案件等が多ければ、総会等の

議事運営上の問題もあります。総会等が終わった後に、担当地区ごとに

あっせんの今お受けしているもの或いは今日総会にでたあっせんの案件

について、各担当委員、推進委員さんも農業委員さんも地区割をさせて

いただいたので、総会の後に集まっていただいて意見交換をしていただ

くとそういうかたちで時間を考えているところですけれども。先ほど言

ったように総会で審議をするのは当然必要なことですけれども情報交換

と情報の共有をそういったかたちであっせん事業というものを全体に考

えていきたいというものもありますので、農業委員会の事務局としても

今まで担当者が１人だったですけれども各地区１人ずつ３地区３名事務

局のほうもつくようにいたしましたので、それで皆様方と事務局と農業

委員と推進委員と連携を図っていきたいと思っていますのでよろしくお

願いいたします。 

 

１２番委員。今の発言でよろしいですか。 

 

はい。ありがとうございます。 

 

８番委員。 

 

８番委員です。３番の貸付でございますが、これは今、中間管理機構

事業で手続き中でございますので、事務局のほうで確認をしていただけ

れば、あっせん委員はいらないのではないかと思います。 
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事務局。 

 

今のご意見に対しましては、こちらのほうで確認いたします。 

 

他にございませんか。 

 

はい。 

 

５番委員。 

 

すみません、さっきあったあっせんの問題ですけれども、１２番委員

がいいこと言われましたけれども。前回（事務局職員）○○君がおる頃、

米丸で反当○○円という田んぼがあったのですけど、そげん安たればこ

っちからそういうことはもう出せないいという話もあったのですけれ

ど、現状をいろいろ把握すればですね、○○円が安いか高いかはわかり

ませんけれども、その地区地区においてですね、非常にそのもうどひこ

でち売れないところもあるわけですよね。その辺を先ほど事務局が言わ

れましたようにその地区地区でもうちょっと下げて話をするべきじゃな

いかと私はそう思います。終わります。 

 

すみません、よろしいですか。 

 

１２番委員。 

 

５番委員がおっしゃるようにですね、その地区地区で下げてというよ

うな話でございますけれど、今までの経緯からですね、私も農業委員し

てもう１１年になります。その１１年のなかでですね、あっせんが○○

円で始まっているんです。その頃はもうあっせんは○○円でして、○○

円になり、○○円になり、それで昨年でこの幹線道路沿いが○○円。そ

のような現状でございます。しかし、あのこの幹線道路からちょっと離

れたところはですね、ちょっと下げないといけないかと思うのですけれ

ど、このようにですね、急に私が考えている○○円とか○○円からいっ

ても○○円から○○円急に下がるわけ。そうやってあっせんをしていい

のかどうか。ただ税制上のですねこの特典だけであっせんにかけていい

のか。そのあたりが私はちょっと疑問があるのですが。今の現状をみれ

ばですね、下げざるをえないところはわかります。売りたい人はいっぱ

いいらっしゃいます。買い手はいないというのが現状でございます。買

い手がいらっしゃるということは、非常にありがたいことでございます。

けれども、そう簡単にあっせんのなかで下げていいのかどうか。そこら

も考えていかなければいけないのじゃないかなぁと思っています。以上

です。 

 

貴重なご意見をありがとうございました。私自身も議長という立場で
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すけれども、そういうふうに常日頃感じております。実際の問題として

は、売りたい人はいっぱいいらっしゃるけれども、今１２番委員が言わ

れたように買いたいという人がおられない。安かれば買うがというのが

現状だと思います。事務局とも相談をしまして、近日中にそれに関する

話し合いを持ったらどうかということを私としては考えております。事

務局はどうですか。 

 

今議長から提案がありましたので、そのように対応させていただきた

いと思います。以上です。 

 

他にございませんか。ないようでしたらお諮りいたします。 

議案第８号農地あっせん申出についての1番から３番については、原

案のとおり受理することに賛成の方は、挙手をお願いします。 

 

 議長。 

 

 はい。 

 

 先ほど、１２番委員のほうから１番については保留にしたらどうかと

いう意見があったのですけれども、そのへんを諮っていただけないでし

ょうか。あと３番のほうも中間管理機構のほうに事務局からまた確認を

いたしますので、保留というかたちで諮っていただければありがたいの

ですが。 

 

 私の考えとしては、保留ということもありますけれども、一応ここで

受理するということです。後はその保留するとか中間管理機構のあっせ

んにするとか。 

 

 わかりました。 

 

 それでよろしいですか。 

 それなら、今言いましたように一応受理するということでよろしいで

すか。 

  

 はい。 

 

 （１２番委員）受理してしまったらですね。この○○円という数字が

でてくるんですよ。受理してもこの○○円というのは変更がきくわけで

すか。 

 

今ここであっせんを受理すれば、○○円は決定ということですか。 

 

先ほど申し上げたとおりご本人さんのあくまでも希望価格をこの総会
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にはお出しいたします。その他またあっせんの経過報告等でご報告する

際に、ご本人のほうと担当になられる農業委員と推進委員との交渉の中

で価格が下がる場合もあります。高くなることはあまりないんですけれ

ども。下がった場合はその価格でのご報告と申し上げるので、この価格

が決まりの価格ということではございません。 

 

今ありましたようにこの価格で受理するという意味ではないというこ

とです。よろしいですか。 

 

（１２番委員）はい。 

 

（５番委員）ちゃんと出しているわけですから○○円で受理して、あ

っせんすれば下がっていくんでしょう。そういうことなんじゃないんで

すか。一応受理されるのは、この本人の気持ちが大事なわけですね。だ

から一回受理して。 

 

あっせんを受理するということです。価格は、受理はしないですよ。

 

（５番委員）あがらんな買い手はおらんわけですからね。 

 

（９番推進委員）１２番委員は、あっせんの価格をもうちょっとあげ

たいと言われたわけですよね。さっきね。 

 

（１２番委員）今ですね相場的にあっせんをかけるときにですね、こ

の価格でかけてしまったらですね、全てがこれがベースになっていくわ

けです。仮に○○円でいったときは、○○円。○○円でおさまればいい

ですけれど、今まであっせんをしたなかで、この希望価格より上がった

とこはありません。希望価格の満額になったことも私は一回もございま

せん。それより下がっていく。そうした場合にそれきり○○円前半の私

たちの台地が○○円というのがベースになってくる。もう私もあっせん

をしましたけれど怒鳴られ、怒られ、ほんのこてあっせんとういうのは

するごちゃなかと思ったこともあります。しかし、買い手が譲りまけて

頭を下げに行って「なんとかならんでしょうか。」と頭を下げたこともあ

ります。だから価格というのは下げるのは簡単。だけど自分たち農業委

員がいったん下げてしまえば、その地区の土地の価格というのは全部そ

れがベースになってしまいます。 

 

はい、９番推進委員。 

 

９番推進委員です。１２番委員が言われるのは、この希望価格を 

現在の希望価格が○○円で反当が○○円でしたっけ。それよりベース

が○○円くらいになってしまうから、もう少し高い値であっせんをかけ

たいということじゃないんですか。 
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よろしいですか。 

 

はい、１２番委員 

 

あの、このあっせんにかけなくて３条申請でされるのであれば、○○

円だろうが○○円だろうが一切関係ないんですよ。だから３条申請の売

買にしていただけませんかとうことも相談をしました。要するにあっせ

んをかけると税制上の特典があるからあっせんでやってくれというこ

と。それだけのこと。 

 

それでは、先ほど申し上げましたように価格とかそういうのは一応流

動的であるという意味でこのあっせん申し出を受理するということにつ

いてお諮りをいたします。受理することに賛成の方は、挙手をお願いし

ます。 

 

[賛成多数] 

 

賛成多数により、議案第８号農地あっせん申出についての1番から３

番については、原案のとおり受理することに決定いたしました。 

ここではですね、予定としましてあっせん申出に係わる地区あっせん

委員の選出について協議していただきますということになっております

けれどもそれでよろしいですか。今でましたように価格の決定とか事務

局との調整もありますので、まだここであっせん委員を誰と誰にするか

というのは、事務局、決定しないほうがいいんじゃないですか。 

 

議長。 

先ほど提案がありましたけれども、２番については、あっせん委員を

今決めていただきたいと思います。１番３番については、後日こちらの

ほうで各担当地区委員さんに個別にお話をさせていただきたいと思いま

す。それでよろしいでしょうか。 

 

 ただいま、事務局からありましたように１番と３番については、この

場では決めないということで、２番につきましては、各地区それぞれの

委員の中から選出していただきたいと思います。 

自薦他薦いずれでもよろしいです。 

 

「意見なし」 

  

いらっしゃらなければ、事務局案を読み上げますけれどもよろしいで

しょうか。 

 

はい。 



 

41 
 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 議案第８号農地あっせん申出についての、２番については、７番委員、

１２番推進委員にお願いしたいと思います。 

事務局案でよろしいでしょうか。 

 

はい。 

 

それでは、担当になられた委員の方々は、よろしくお願いいたします。

 

議案第９号 

 

次に、日程第１１議案第９号、農地中間管理事業にかかる農用地利用

集積計画の意見決定について議題に供します。 

それでは、事務局の説明をお願いします。 

 

それでは、議案第９号農地中間管理事業にかかる農用地利用集積計画

（貸借）の意見決定について、ご説明いたします。 
資料は、４０ページから４４ページとなりますので、審議の参考にし

てください。 

 本案件につきましては、農業経営基盤強化促進法第１８条に基づき本総会

において決定を得るものです。なお、議案第 1 号の農用地利用集積計画（賃

借）の意見決定と同様ではございますが、農地中間管理事業により集積され

たもので、借主が中間管理機構ということで別議案として上程いたします。 

利用権を設定する者の氏名又は名称につきましては、４２ページから４４ペ

ージに各筆の明細が記載してございますのでご確認ください。 

 利用権設定を受ける者の氏名又は名称については、公益財団法人 鹿児

島県地域振興公社 理事長 弓指 博昭です。募集期は、平成２９年Ⅰ期で

す。利用権設定開始日は、平成２９年６月１日からとなります。 

今回の募集期は、本年の２月１日～３月２日にかけて公募を行い、本市で

配分計画案を作成した後に、機構が配分計画を策定したもので、本市農業委

員会の決定を受け、市が公告し、県が配分計画を公告・許可することで効力

が発生します。 

今回、中間管理機構を借主として利用権の設定をしようとするものは、全体

で５０筆、農地面積は ５６,８８８㎡です。設定する期間は、５年が２筆、１０年が

４８筆となります。 

資料の４１ページをご覧ください。 

借換区分別の集計についてご説明します。 

今回の設定する地域は、加治木町の小山田地区、蒲生町の上久徳地区、

白男地区、米丸地区、姶良の船津地区です。 

まず、小山田地区は、全体で３筆・面積４，５４３㎡で、借換区分は新規の

みです。権利別は、賃貸借のみ、期間別は、１０年となっております。 

次に、上久徳地区の全体は、３６筆で面積３８，６４５㎡となります。借換区

分はＡｔｏＡ、所謂、本人が機構に貸し出をして、本人がまた借り受けするか
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たちですが、これについては、２７筆の２９，０１２㎡、権利別は、賃貸借のみ、

期間別は、５年が１筆の６１０㎡、１０年が２６筆の２８，４０２㎡となります。 

また、借換区分の載せ換え、機構に貸し出す前と貸借関係が同一のもの

となりますが、これにつきましては、全体で９筆の９，６３３㎡、権利別は、使用

貸借が１筆で８５９㎡、賃貸借が８筆の８，７７４㎡、期間別は、１０年のみとなっ

ております。 

続いて、白男地区の全体は、６筆で面積７，８０９㎡となります。借換区分は

新規が３筆の４，６９７㎡、権利別は、賃貸借のみで、期間別も、１０年のみと

なっております。 

借換区分のＡｔｏＡにつきまして、全体で２筆の１,２７１㎡、権利別は使用貸

借のみ、期間別は、１０年のみとなっております。続いて、借換区分の載せ

換えは１筆で１,８４１㎡、権利別は賃貸借で、期間別は、５年となっておりま

す。 

 続きまして、米丸地区につきましては、全体で１筆のみで、面積２４２㎡、借

換区分は載せ換え、権利別は賃貸借、期間別は１０年となっております。 

 最後に、船津地区につきまして、全体は４筆の５，６４９㎡、借換区分は新規

のみで、権利別は、使用貸借が３筆の３，４３３㎡、賃貸借が１筆の２，２１６

㎡、期間別は、１０年のみとなっております。 

 これで、議案第９号農地中間管理事業にかかる農用地利用集積計画（貸

借）の意見決定についての説明を終わりますが、本年度、姶良市が中間管

理事業を活用して農地の集積を図ることとし重点地区として加治木町小山田

地区、蒲生町白男の東地区の２地区を設定したことを皆様方にここでご報告

いたします。 

 なお、ここで重点地区のみ農地の集積を図ればよいということではございま

せんので、農業委員・推進委員の両委員の皆様におかれましては、ご自分

の担当する地域におかれまして、農地利用の最適化の推進活動を推進して

いただき、一件でも多くの農地の集積・集約に努めていただきたいと思いま

す。 

以上で議案の説明を終わります。 

 

これより、議案第９号について、質疑に入ります。 

何かご質問はありませんか。 

 

「意見・質問なし」 

 

ありませんか。 

それではお諮りいたします。 

議案第９号農地中間管理事業にかかる農用地利用集積計画の意見決定

について、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手をお願いしま

す。 

 

[賛成多数] 
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賛成多数により、議案第９号農地中間管理事業にかかる農用地利用集

積計画の意見決定については、原案のとおり決定いたしました。 

 

農地あっせんの経過報告 

 

次に、農地あっせんの経過報告について、進展がありましたら報告を

お願いします。 

まず、事務局からの報告をお願いします。 

 

それでは、農地あっせんの経過報告をいたします。資料の４ページを

ご覧ください。農地あっせんについての経過報告でございます。こちら

のほうの４ページをご覧ください。よろしいでしょうか。 

こちらの４ページの４４番につきましては、１号議案の７９番にて利

用権の設定がなされましたので、今回で終了となります。 

続きまして、６ページでございます。６ページの６７番でございます

が、こちらにつきましては、先日、利用権が事務局へ提出されまして、

来月の総会にて諮る予定となっております。そこの備考の欄が変わるこ

ととなります。以上で報告を終わります。 

 

あっせん委員から、何か報告等ございませんか。 

 

［報告なし］ 

 

ただいまの、事務局及びあっせん委員からの報告について、発言のあ

る方はございませんか。 

 

なし。 

 

なしということでございます。 

それでは、この案件は報告ですので、これで終わります。 

 

農用地利用集積計画合意解約 

 

次に、農用地利用集積計画の合意解約報告について、事務局の説明を

求めます。 

 

それでは、農用地利用集積計画の合意解約報告をいたします。こちら

の資料でございます。合意解約（４月分）という資料でございます。よ

ろしいでしょうか。こちらにつきましては、４月は、２４件が提出され

てございます。 

内容につきましては、この合意解約（４月分）をのちほどご確認下さ

い。こちらにつきましては、議決不要案件となってございますのでご理

解方よろしくお願いいたします。以上で報告を終わります。 
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事務局長 

 

ただ今の事務局説明について、発言のある方は、挙手をお願いします。

 

「質問・意見なし」 

 

ないようですので、それでは、この案件は報告ですのでこれで終わり

ます。 

 

その他 

 

それでは、その他でございますが、委員の方から何かございませんか。

 

 なし。 

 

なしという声もありますけれども、初めての方でこれだけは言ってお

きたいということはございませんか。 

それでは、ないようですので、以上で、本日の議案の審議ならびに、

報告事項はすべて終了いたしました。 

事務局から何かございませんか。 

 

○活動記録セット、農業委員手帳について説明 

○農業委員会作業グループについて説明 

○農業委員会だよりについて説明 

○「農地等の利用最適化の推進に関する指針」（案）について説明 

 

他にありませんか。 

それでは以上をもちまして、平成２９年度第１回姶良市農業委員会総

会を閉会いたします。 

 

〔閉会〕 

 

 姿勢を正してください。 

 

一同礼。  
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